
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご意見募集に関する資料は農林水産省のホームページでご覧ください 

https://www.contact.maff.go.jp/maff/form/c6af.html 
（同省ホームページにある「注目情報」からもご覧いただけます） 

 

締め切りは平成２２年３月１８日（木曜日）必着です 
インターネットによるご意見提出は、２２日まで受け付けています 

提出にあたっての参考様式と注意事項は、裏面をご覧ください 

ととももにに考考ええよようう、、  

日日本本のの食食料料・・農農業業・・農農村村ののみみららいい  
現在、国の中長期的な方針となる「食料・農業・農村基本計画」について、５年に１度の

見直しに向けた検討が行われています。この計画の見直しにあたって、国民の皆さまからの

声を十分に反映した計画とするため、新しい「食料・農業・農村基本計画」のポイント（下）

と素案に対するご意見を募集します。 

ご意見は、農林水産省窓口へ 

インターネットか郵送または FAX でご提出ください 
〒100-8950 東京都千代田区霞が関 1-2-1 農林水産省 

大臣官房地方課  地方提案推進室 FAX 03-3501-5204 

 

長野農政事務所へ郵送またはＦＡＸしていただくことも可能です 
〒380-0846 長野市旭町 1108 長野第２合同庁舎内 

長野農政事務所 農政推進課 FAX 026-233-1588 
 

新新たたなな食食料料・・農農業業・・農農村村基基本本計計画画ののポポイインントトとと素素案案  

ご意見募集 

 

目指すべき施策の方向性 新しい基本計画のポイント 

 

施策の抜本的な転換により、食料自

給率を引き上げ 

小規模農家も含め、意欲あるすべて

の農家が安心して農業を継続できる

環境を整備 

食品の生産・加工・流通の各段階に

おける安全性管理機能を向上 

 

新たな付加価値を地域内で創出し、

雇用と所得を確保 

 

食料自給率の引き上げ 

 

食品供給行程管理に 

正面から取り組む 

 

戸別所得補償制度の導入 

 

農業・農村の６次産業化 

食料自

給率の

目 標 

農業の

持続的

な発展 

食料の

安定供

給確保 

 

農村の 

振 興 



新たな食料・農業・農村基本計画に関する意見 
【ともに考えよう、日本の食料・農業・農村のみらい】 

氏  名 

（必須） 

 

 

性 別（必須） 

（○をつけてください） 男性   女性  

年 代（必須） 

（○をつけてください） 10代未満 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代以上 

居住都道府県 

（必須） 

長野県 

（他都道府県の場合は記載をお願いします） 

職  業 

（必須） 

（○をつけてください） 

農業 林業 水産業 食品製造・加工 外食産業  

流通業 情報関連 マスコミ 会社員 公務員  

主婦 大学生(院生) 小・中・高校生 その他 

  メールアドレス（任意）  

  電 話 番 号 （ 任 意 ）   

  住   所 （ 任 意 ）  

意見のテーマ（○をつけてください） ※お手数でもテーマごとに用紙を別にしてください 

１．戸別所得補償制度の導入     11．農業生産基盤整備の抜本見直し 

２．食料自給率の引き上げ      12．都市と農村の交流 

３．農業・農村の６次産業化の推進  13．集落機能の維持、地域資源・環境の保全 

４．食品供給工程管理への取組（食の安全と消費者の信頼確保） 

５．国産農産物を軸とした食と農の結びつきの強化（食育・地産地消） 

６．食品産業の持続的な発展と新たな展開 

７．総合的な食料安全保障の確立   14．環境・技術政策 

８．輸入国としての国際交渉への対応 15．「農」を支える多様な連携 

９．農業経営・人材育成       16．その他 

10．優良農地の確保と有効利用の促進（耕作放棄地への対策） 

意見の内容（選んだテーマに関して 400 字以内で記述してください） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（注）・提出いただいた個人情報は、内容の確認等のご連絡に利用させていただく場合があります。 

・ご意見の内容に応じて、農林水産省内の関係部署、関係府省等に転送する場合があります。 

・ほか注意事項やインターネットでの提出方法は、農林水産省のホームページをご覧ください。 

締め切りは、平成２２年３月１８日（木曜日）必着です 
ご意見は本紙でご提出いただくか、ほかに必須事項を満たす様式でお送りください。 

 

FAX は、農林水産省 03-3501-5204 または長野農政事務所 026-233-1588 へ 


